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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－1－ 

 

第１章 総  則 

 

第２節 積算に係る諸経費等の調整・補正関係 

１－２－８ 熱中症対策に関する試行について 

【省略】 

２ 用語の具体的な内容は次のとおりである。 

（１）真夏日：日最高気温が３０℃以上の日※1をいう｡ 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

                                           

                          

（２）工 期：工事の始期※1 から工事の終期※2 までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として１

２月２９日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日

祝祭日以外の３日間、工事製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間は含まない｡ 

※１：施工計画書が提出され、起工測量が開始される日 

※２：工事の完成日 

（３）真夏日率：以下の式により算出された率をいう｡ 

真夏日率 ＝ 工期中の真夏日※4 ÷ 工期 

※３：計測結果提出後（工事完成日の２０日前まで）の真夏日は含まない 

【省略】 

 

 

 

第１章 総  則 

 

第２節 積算に係る諸経費等の調整・補正関係 

１－２－８ 熱中症対策に関する試行について 

【省略】 

２ 用語の具体的な内容は次のとおりである。 

（１）真夏日：日最高気温が３０℃以上の日※1をいう｡ 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

※１：新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応により、日最高気温を２８℃ 

      以上の日として読み替えて運用すること。 

（２）工 期：工事の始期※2から工事の終期※3までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として１２

月２９日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日祝祭

日以外の３日間、工事製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期

間は含まない｡ 

※２：施工計画書が提出され、起工測量が開始される日 

※３：工事の完成日 

（３）真夏日率：以下の式により算出された率をいう｡ 

真夏日率 ＝ 工期中の真夏日※4 ÷ 工期 

※４：計測結果提出後（工事完成日の２０日前まで）の真夏日は含まない 

【省略】 
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